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会
場
の
決
定
に
つ
い
て

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
一
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
梨
県
卸
売

市
場
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
山
梨
県
農
政
部
果
樹
食
品
流
通
課
に
お
い
て
関
係
図
書
を
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

甲
斐
市
下
今
井
字
大
無
垢
理
二
九
〇
一
番
一

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
幅
員
六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
、
最
小
幅
員
六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

五
一
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
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大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
八
月
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
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成
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十
三
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
　
代
表
取
締
役
　
多
田
高
志

２
　
住
所
　
東
京
都
八
王
子
市
南
大
沢
二
丁
目
二
十
五
番
二
百
九
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
（
仮
称
）
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
富
士
河
口
湖
　
　

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
字
白
木
四
千
二
百
八
十
六
番
一
外

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項
　
　

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

駐
輪
場
の
位
置

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日

人
事
委
員
会

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）
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山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

四
月
十
一
日

第
二
千
百
二
十
五
号

月　曜　日
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官
Ａ
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用
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の
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一
次
試
験
試
験
会
場
の
決
　

定
に
つ
い
て

第
七
十
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回
（
平
成
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三
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
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採
用
試
験
の
第
一
次
試
験
試
験
会
場
を
次
の

と
お
り
と
す
る
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長
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矢
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三
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分
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験
　
日

試
　
験
　
会
　
場

平
成
二
十
三
年
五
月
八
日
（
日
）

山
梨
学
院
大
学

第
一
次
試
験

（
受
付
時
間
）
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
前
九

（
甲
府
市
酒
折
二
丁
目
四
│
五
）

時
ま
で

（
受
付
場
所
）
五
十
周
年
記
念
館
・
ク
リ
ス
タ

ル
タ
ワ
ー
南
側

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
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番
一
号
　
　
　
　
　
印
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所
　
㈱
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ン
ニ
チ
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口
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目
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番
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報
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二
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百
二
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五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日
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